
大 竹 市 監 査 委 員

令 和 2 年 度

健 全 化 判 断 比 率

資 金 不 足 比 率
　審査意見書





大監第２７号 
令和３年８月３１日   

大竹市長 入 山 欣 郎 様 
（総務部企画財政課）  

大竹市監査委員 藥師寺 基夫 
大竹市監査委員 網谷 芳孝  

令和２年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の審査
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文中及び表中の金額は千円単位で表示し、表示単位未満は四捨五入した。

「△」は負数又は減数、「－」は該当数値がないもの又は比較不能なものである。

比率は、表示単位未満を四捨五入した。

文中のポイントとは、パーセンテージ間の単純差引数値である。



　　　

　　　

取り組むとともに、 将来にわたる負担の平準化に留意しながら、規律ある財政基盤を維持され

たい。

　 当年度の健全化判断における 実質赤字比率及び連結赤字比率並びに資金不足比率は、

第３　審査の方法

大竹市監査委員　網 谷 芳 孝

実質赤字あるいは資金不足が発生していないため、前年度に引き続き該当の数値は算定され

健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見

第１　審査の対象

１　令和２年度　健全化判断比率

　　（１） 実質赤字比率

　　（２） 連結実質赤字比率

　　（３） 実質公債費比率

　　（４） 将来負担比率

２　令和２年度　資金不足比率

３　１及び２の算定の基礎となる事項を記載した書類

第２　審査の期間

　審査の概要については、次に示すとおりである。

なかった。

令和３年８月１６日から令和３年８月25日まで

した書類は、いずれも関係法令等に準拠して作成され、その算定は正確であることを認めた。

　実質公債比率及び将来負担比率は、国が示す早期健全化基準を下回ったが、 いずれの指

　 審査は、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した

書類が、地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他関係法令等に従い、適正に作成

されているかを、関係書類を照合審査するとともに関係職員から説明を聴取するなど、 一般に

公正妥当と認められる審査手続きにより実施した。

第５　審査の結果及び意見

　審査に付された、 健全化判断比率及び資金不足比率並びに算定の基礎となる事項を記載

第４　審査を実施した監査委員

大竹市監査委員　藥師寺基夫

標も県内１４市との比較において高い比率となっている。今後も引き続き 効率的な行政運営に
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一般会計等
に属する
特別会計

１　算定対象会計

　健全化判断比率及び資金不足比率の算定対象となる会計の区分は、次のとおりである。

港 湾 施 設 管 理 受 託 特 別 会 計

一　　般　　会　　計普
通
会
計

公
営
事
業
会
計

介 護 保 険 特 別 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

一般会計等以
外に属する特
別会計のうち
公営企業に係
る特別会計以
外の特別会計

水 道 事 業 会 計

工 業 用 水 道 事 業 会 計

公 共 下 水 道 事 業 会 計

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

農 業 集 落 排 水 特 別 会 計

漁 業 集 落 排 水 特 別 会 計

土 地 造 成 特 別 会 計

法適用企業

法非適用企業

　債務保証をしている法人等がある場合，将来負担比率の算定対象となる。

広 島 県 市 町 総 合 事 務 組 合

宮 島 ボ ー ト レ ー ス 企 業 団

広島県後期高齢者医療広域連合

大 竹 市 土 地 開 発 公 社

広 島 県 信 用 保 証 協 会

一部事務組合
広域連合

地方公社
第三セクター等

実
質
赤
字
比
率

連

結

実
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比

率
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率
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区　　　分 令和２年度 令和元年度 増　減
早期健全化

基準
財政再生

基準

実 質 赤 字 比 率 － － － 13.85 20.00

連結実質赤字比率 － － － 18.85 30.00

実 質 公 債 費 比 率 14.9 16.1 △ 1.2 25.00 35.00

将 来 負 担 比 率 156.4 157.3 △ 0.9 350.00

※早期健全化基準、財政再生基準の適用について

・財政健全化計画の実施状況を踏まえ、財政の早期健全化が著しく困難と認められる

　ときは、国等の関与により、確実な財政再生が行われることとなる。

・地方公共団体の財政破綻を未然に防ぐために「早期健全化基準」、「財政再生基準」

　の２段階で財政悪化をチェックすることが目的である。

・健全化判断比率のうち、いずれかが早期健全化基準以上の場合には。議会の議決を

　経て財政健全化計画を定めることとなる。

２　健全化判断比率

　実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、算定した結果、該当の数値はない。

　実質公債比率は １４．９％で、前年度に比べて １．２ポイント下回っており、早期健全化

基準 （ ２５．０％）及び財政再生基準 ( ３５．０％）のいずれに対しても下回っている。

　将来負担比率は １５６．４％で、前年度に比べて ０．９ポイント下回っており、早期健全

化基準 （ ３５０．０％）に対して下回っている。

　本市の比率は、いずれも国の示す基準では、財政の健全段階の範囲内である。

　健全化判断比率の状況は、次のとおりである。

　（注）実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、算定した結果が赤字でないため「－」で表示した。

（単位 ： ％ ・ ポイント）
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令和２年度 令和元年度 増　減

△ 0.44 △ 1.69 1.25

令和２年度 令和元年度

9,400 98,175 △ 88,775 △ 90.4

24,502 27,813 △ 3,311 △ 11.9

24,502 27,813 △ 3,311 △ 11.9

33,902 125,988 △ 92,086 △ 73.1

7,632,506 7,413,424 219,082 3.0

令和２年度 令和元年度 増減額 増減率

5,897,694 5,865,366 32,328 0.6

1,217,841 1,053,639 164,202 15.6

516,971 494,419 22,552 4.6

7,632,506 7,413,424 219,082 3.0

　標準財政規模は、標準税収入額等、普通交付税額、臨時財政対策債発行可能額を合計

した ７，６３２，５０６千円で、前年度に比べ ２１９，０８２千円 （３．０％）の増加となっている。

　

（注）標準財政規模とは、地方公共団体の市税・譲与税・普通交付税などの標準的な規模を示すもの。

合　　　　　　　計

臨 時 財 政 対 策 債 発 行 可 能 額

標 準 税 収 入 額 等

普 通 交 付 税 額

（単位 ： 千円 ・ ％）[標準財政規模] 

　本市の実質収支額は ３３，９０２千円の黒字となっているため、実質赤字比率の算定では

なく、参考にＡを実質収支額として計算上の比率を求めたところ、△ ０．４４％となり，前年度

と比べ １．２５ポイント黒字幅が小さくなっている。

　なお、自主的な改善努力による財政健全化を図るための早期健全化基準 （ １３．８５％）と

の差は １４．２９ポイントとなっている。

　実質収支額の合計は ３３，９０２千円で、前年度に比べ ９２，０８６千円 （ △７３．１％）の減

少となっている。これは、主に一般会計の実質収支額が ８８，７７５千円 （ △９０．４％）減少し

たことによるものである。

区　　　　　　分

（単位 ： ％ ・ ポイント）

標準財政規模　　Ｂ

区　　　　　　分

本市の参考比率　Ａ/Ｂ

（１）実質赤字比率

実質赤字比率 ＝
一般会計等の実質赤字額 Ａ

合　　　　　　計　　Ａ

（単位 ： 千円 ・ ％）

　福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、

財政運営の深刻度を示すもので、比率は次の算式による。

一 般 会 計

一 般 会 計 等 に 属 す る 特 別 会 計

港湾施設管理受託特別会計

標準財政規模 Ｂ

実　質　収　支　額
区　　　　　　分 増減額 増減率
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令和２年度 令和元年度 増　減

△ 30.90 △ 35.84 4.94

令和２年度 令和元年度

9,400 98,175 △ 88,775 △ 90.4

一般会計等
に属する
特別会計

24,502 27,813 △ 3,311 △ 11.9

17,010 4,199 12,811 305.1

43,264 47,919 △ 4,655 △ 9.7

316 6,570 △ 6,254 △ 95.2

94,492 184,676 △ 90,184 △ 48.8

令和２年度 令和元年度

1,227,201 1,321,492 △ 94,291 △ 7.1

390,805 472,658 △ 81,853 △ 17.3

646,428 678,827 △ 32,399 △ 4.8

0 0 0 －

0 0 0 －

0 0 0 －

2,264,434 2,472,977 △ 208,543 △ 8.4

2,358,926 2,657,653 △ 298,727 △ 11.2

7,632,506 7,413,424 219,082 3.0

資　金　剰  余　額
増減額 増減率

法非適用企業

農 業 集 落 排 水 特 別 会 計

漁 業 集 落 排 水 特 別 会 計

土 地 造 成 特 別 会 計

小　　　　　　　計　　　Ｂ

標　準　財　政　規　模　Ｃ

合　　　　　計　　Ａ + Ｂ

法適用企業

水 道 事 業 会 計

工 業 用 水 道 事 業 会 計

公 共 下 水 道 事 業 会 計

区　　　　　　分

一 般 会 計

後期高齢者医療特別会計

小　　　　　　　計　　　Ａ

区　　　　　　分

本市の参考比率　（Ａ＋Ｂ）/Ｃ

介 護 保 険 特 別 会 計

港湾施設管理受託特別会計

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計一般会計等以
外に属する特
別会計のうち
公営企業に係
る特別会計以
外の特別会計

（単位 ： 千円 ・ ％）

区　　　　　　分
実　質　収　支　額

増減額 増減率

（単位 ： ％ ・ ポイント）

（２）連結実質赤字比率

　すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、

運営の深刻度を示すもので、比率は次の算式による。

連結実質赤字比率 ＝
連結実質赤字額 （Ａ＋Ｂ）

標準財政規模 Ｃ

　本市の連結実質収支額は ２，３５８，９２６千円の黒字となっているため、連結実質赤字比率

の算定ではなく、参考にＡ＋Ｂを連結実質収支額として計算上の比率を求めたところ 

△ ３０．９０％となり、前年度に比べ ４．９４ポイント黒字幅が小さくなっている。

　なお、自主的な改善努力による財政健全化を図るための早期健全化基準 （ １８．８５％）との

差は ４９．７５ポイントとなっている。

- 5 -



令和元年度 増　減

16.1 △ 1.2

令和元年度 増　減

Ａ 1,826,013 △ 65,625

Ｂ 349,425 △ 33,218

2,175,438 △ 98,843

Ｃ 98,817 △ 36,273

Ｄ 1,121,286 △ 31,344

1,220,103 △ 67,617

Ｅ 7,413,424 219,082

15.2 △ 1.1

特 定 財 源 62,544

元 利 償 還 金 ・ 準 元 利 償 還 金 に
係 る 基 準 財 政 需 要 額 算 入 額 1,089,942

　また、単年度で比較してみると、当年度の比率は １４．１％で、前年度に比べ １．１ポイント低く

れぞれ減少し、標準財政規模が２１９，０８２千円増加したことによるものである。

なっている。これは主として、元利償還金が ６５，６２５千円、準元利償還金が ３３，２１８千円、そ

計　（Ｃ＋Ｄ） 1,152,486

標 準 財 政 規 模 7,632,506

実質公債費比率（単年度） 14.1

元 利 償 還 金 1,760,388

準 元 利 償 還 金 316,207

計　（Ａ＋Ｂ） 2,076,595

　３ヵ年平均の比率は １４．９％で、前年度に比べ １．２ポイント低くなっており、早期健全化基準

令和２年度

（注） 単年度の実質公債費比率は、令和２年度：14.1%　令和元年度：15.2%　平成30年度：15.6%　平成2９年度：17.6%

（単位 ： 千円 ・ ％ ・ ポイント）

区　　　　　　分 令和２年度

　連結実質収支額の合計は ２，３５８，９２６千円で、前年度に比べ ２９８，７２７千円 （△１１．２％）

の減少となっている。これは、実質収支額が ９０，１８４千円 （△４８．８％）、資金剰余額が 

２０８，５４３千円 （△８．４％）、それぞれ減少したことによるものである。

　借入金の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示したもので、

比率は次の算式による。

（３）実質公債費比率

　の３ヵ年平均

　実質公債費比率は、次表のとおりである。

＝

（元利償還金 Ａ＋準元利償還金 Ｂ） ―

（特定財源Ｃ＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額Ｄ）

（標準財政規模 Ｅ）　―

（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 Ｄ）

実質公債
費 比 率

14.9

区　　　　　　分

実質公債費比率（３ヵ年平均）

（単位 ： ％ ・ ポイント）

（ ２５．０％）を下回っている。
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令和２年度 令和元年度 増減額 増減率

 （注1） 1,760,388 1,826,013 △ 65,625 △ 3.6

 （注2） 316,207 349,425 △ 33,218 △ 9.5

7,614 7,704 △ 90 △ 1.2

1,765 1,079 686 63.6

95,901 102,334 △ 6,433 △ 6.3

15,488 15,395 93 0.6

7,057 7,028 29 0.4

188,223 215,810 △ 27,587 △ 12.8

159 75 84 112.0

2,076,595 2,175,438 △ 98,843 △ 4.5

令和２年度 令和元年度 増減額 増減率

0 37,727 △ 37,727 △ 100.0

60,681 59,227 1,454 2.5

802 802 0 0.0

1,061 1,061 0 0.0

62,544 98,817 △ 36,273 △ 36.7

（ア） 元利償還金，準元利償還金の状況について

（イ） 特定財源の状況について

（注）特定財源は公債費に充当されているものである。

　元利償還金及び準元利償還金は ２，０７６，５９５千円で、前年度に比べ ９８，８４３千円

（△ ４．５％）の減少となっている。これは、元利償還金が ６５，６２５千円 （△ ３．６％）、準元利

償還金が ３３，２１８千円 （△ ９．５％）、それぞれ減少したことによるものである。

区　　　　　　分

合　　　　　　計

（単位 ： 千円 ・ ％）

　準　元　利　償　還　金

漁 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

土 地 造 成 特 別 会 計

一 時 借 入 金 利 子

（注1） 元利償還金は、一般会計等の公債費である。

（注2） 準元利償還金は、主として公営企業会計の支払う元利償還金への一般会計からの繰出金や一時借入金

　　　　利子である。

　特定財源は ６２，５４４千円で、前年度に比べ ３６，２７３千円 （△ ３６．７％）の減少となってい

る。これは主に、償還額に充当した市営住宅使用料が ３７，７２７千円 （△ １００．０％）減少した

ことによるものである。

合　　　　　　計

区　　　　　　分

情 報 基 盤 施 設 貸 付 収 入

都 市 計 画 事 業 の 財 源 と し て 発 行 さ れ た
地 方 債 償 還 額 に 充 当 し た 都 市 計 画 税

簡 易 水 道 建 設 費 負 担 金

市 営 住 宅 使 用 料

（単位 ： 千円 ・ ％）

水 道 事 業 会 計

工 業 用 水 道 事 業 会 計

公 共 下 水 道 事 業 会 計

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

　元利償還金（一般会計等） 
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令和２年度 令和元年度 増減額 増減率

(注1) 838,171 856,654 △ 18,483 △ 2.2

(注2)
243,081 255,913 △ 12,832 △ 5.0

(注3)
8,690 8,719 △ 29 △ 0.3

1,089,942 1,121,286 △ 31,344 △ 2.8

２９千円（△ ０．３％）、それぞれ減少したことによるものである。

 １２，８３２千円 （△ ５．０％）、密度補正により基準財政需要額に算入された元利償還金が

（注２）道路橋りょう費や下水道事業費の市債償還金が主なものである。

（注３）一般会計出資債である。

密 度 補 正 に よ り 基 準 財 政 需 要
額 に 算 入 さ れ た 元 利 償 還 金

（ウ） 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額の状況について

要額が １８，４８３千円 （△ ２．２％）、事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費が

事 業 費 補 正 に よ り 基 準 財 政
需 要 額 に 算 入 さ れ た 公 債 費

合　　　　　　計

（注１）補正予算債、財源対策債及び臨時財政対策債の償還金が主なものである。

　元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額は １，０８９，９４２千円で、前年度と

比べ ３１，３４４千円 （△ ２．８％）の減少となっている。これは、災害復旧費等に係る基準財政需

（単位 ： 千円 ・ ％）

区　　　　　　分

災害復旧費等に係る基準財政需要額
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（４）将来負担比率

令和２年度 令和元年度 増　減

156.4 157.3 △ 0.9

令和２年度 令和元年度 増減額 増減率

A 30,525,115 29,094,440 1,430,675 4.9

B 20,286,293 19,192,192 1,094,101 5.7

10,238,822 9,902,248 336,574 3.4

C 7,632,506 7,413,424 219,082 3.0

D 1,089,942 1,121,286 △ 31,344 △ 2.8

6,542,564 6,292,138 250,426 4.0

[参考]　将来負担比率の推移 （単位 ： ％ ・ ポイント）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

245.0 246.2 242.9 235.7

9.5 1.2 △ 3.3 △ 7.2

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

190.5 167.8 167.8 157.3

△ 24.0 △ 22.7 0.0 △ 10.5

将来負担比率

対 前 年 度

決 算 年 度

将来負担比率

△ 21.2対 前 年 度

235.5

平成27年度

△ 10.8

214.5

　この数値が低い方が、将来の財政を圧迫する可能性が低いといえるもので、平成19年度の

制度創設時の ３０１．６％から減少基調が続き、当時より １４５．２ポイント減少している。

　将来負担比率は １５６．４％で、前年度に比べて ０．９ポイント下回っている。

決 算 年 度

比率は次の算式による。

平成22年度

　当年度も、早期健全化基準 （ ３５０．０％）を下回った数値となっている。

元 利 償 還 金 ・ 準 元 利 償 還 金 に
係 る 基 準 財 政 需 要 額 算 入 額

計　（Ｃ－Ｄ）

　将来負担比率は、次表のとおりである。

充 当 可 能 な 財 源
（ 基 金 ・ 特 定 歳 入 等 ）

将 来 負 担 額

時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すもので、

標 準 財 政 規 模

　地方公共団体の一般会計借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある負担等の現

将来負担額 Ａ　―　充当可能な財源（基金・特定歳入等）Ｂ

標準財政規模 Ｃ　―　元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 Ｄ　　

計　（Ａ－Ｂ）

区　　　　　　分

将来負担比率（Ａ－Ｂ）/（Ｃ－Ｄ）

（単位 ： ％ ・ ポイント）

（単位 ： 千円 ・ ％）

将来負担比率 ＝

区　　　　　　分
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令和２年度 令和元年度 増減額 増減率

23,218,833 21,372,591 1,846,242 8.6

386,137 386,137 0 0.0

3,011,192 3,292,138 △ 280,946 △ 8.5

0 0 0 －

1,562,336 1,592,992 △ 30,656 △ 1.9

2,346,617 2,450,582 △ 103,965 △ 4.2

2,345,165 2,448,551 △ 103,386 △ 4.2

1,452 2,031 △ 579 △ 28.5

30,525,115 29,094,440 1,430,675 4.9

令和２年度 令和元年度 増減額 増減率

(注1) 4,115,114 3,989,145 125,969 3.2

(注2) 1,259,073 1,593,229 △ 334,156 △ 21.0

569,682 579,593 △ 9,911 △ 1.7

(注3)
14,912,106 13,609,818 1,302,288 9.6

6,881,673 10,135,929 △ 3,254,256 △ 32.1

20,286,293 19,192,192 1,094,101 5.7

れ増加したことによるものである。

千円となり、全体では、 ２０，２８６，２９３千円となっている。

　充当可能な財源は、財政調整基金など 11基金 ４，１１５，１１４千円、都市計画事業の財源と

う ち 臨 時 財 政 対 策 債
償 還 費 等 公 債 費

う ち 都 市 計 画 税 充 当 見 込 額

充 当 可 能 な 基 金

充 当 可 能 な 特 定 歳 入

基 準 財 政 需 要 額 へ
算 入 さ れ る 見 込 額

（単位 ： 千円 ・ ％）

区　　　　　　分

合　　　　　　計

（注１）地方自治法第241条に規定する基金であって、現金・預金・国債等で保有しているもの。

（注２）地方債の償還に充当できる国・県等補助金、公営住宅の使用料及び都市計画税などを対象としている。

　　　　ついて国の定めた算定額を基準財政需要額に算入するもの。

が １，８４６，２４２千円 （ ８．６％）増加したことによるものである。

第 三 セ ク タ ー 等

込額が１，３０２，２８８千円 （ ９．６％）、充当可能な基金が １２５，９６９千円 （ ３．２％）、それぞ

地 方 債 の 現 在 高

債 務 負 担 行 為 に 基 づ く 支 出 予 定 額

公 営 企 業 債 等 繰 入 見 込 額

組 合 等 へ の 負 担 等 見 込 額

退 職 手 当 負 担 見 込 額

合　　　　　　計

　 これを前年度と比べると、１，０９４，１０１千円 （ ５．７％）増加している。これは、充当可能な

特定歳入が ３３４，１５６千円 （△ ２１．０％）減少したものの、基準財政需要額へ算入される見

（注３）普通交付税の算定基礎となるもので、地方公共団体の財政需要を合理的に算出した額のうち、公債費等に

して発行された地方債償還額に充当可能な都市計画税などの特定歳入が 、１，２５９，０７３

千円，地方交付税の算定に用いる基準財政需要額へ算入される見込額が、 １４，９１２，１０６

（イ） 充当可能な財源（基金・特定歳入など）の状況について

　将来負担額は ３０，５２５，１１５千円で、前年度に比べ １，４３０，６７５千円 （ ４．９％）の増加

となっている。これは、公営企業債等繰入見込額等が 減少しているものの、地方債の現在高

（ア）将来負担額の状況について

（単位 ： 千円 ・ ％）

区　　　　　　分

大 竹 市 土 地 開 発 公 社

設 立 法 人 の 負 債 額 等 負 担 見 込 額
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３　資金不足比率

令和２年度 令和元年度 増　　減
経営健全化
基　　　準

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

流動負債
算　入
地方債

流動資産
資金不足額

又は
資金剰余額

事業の規模

（Ａ＋Ｂ-Ｃ）

令和２年度 217,600 0 1,444,801 △ 1,227,201 446,756

令和元年度 195,963 0 1,517,455 △ 1,321,492 441,764

増　減　額 21,637 0 △ 72,654 94,291 4,992

令和２年度 128,841 0 519,647 △ 390,806 470,409

令和元年度 119,897 0 592,555 △ 472,658 471,191

増　減　額 8,944 0 △ 72,908 81,852 △ 782

令和２年度 131,207 0 777,635 △ 646,428 688,114

令和元年度 373,338 0 1,052,165 △ 678,827 662,238

増　減　額 △ 242,131 0 △ 274,530 32,399 25,876

水道事業会計

工業用水道
事業会計

公共下水道
事業会計

　　　比率は次の算式による。　Ｄの値がマイナスの場合は，資金剰余額となる。

資金不足比率　　＝　　
Ｄ（流動負債　Ａ＋算入地方債　Ｂ）－流動資産　Ｃ

事　業　の　規　模　Ｅ

区　　分 会計年度

法非適用企業

農業集落排水特別会計

漁業集落排水特別会計

土 地 造 成 特 別 会 計

　いずれの会計も資金不足は生じておらず、資金不足比率は「－」で表示した。

[経営健全化基準の適用]

　資金不足比率が経営健全化基準以上の場合には、議会の議決を経て経営健全化計画を

定めることとなる。

（１）法適用企業

　　　法適用企業の資金剰余額の状況は、次表のとおりである。

(単位 ： 千円)

　公営企業の資金不足額を、公営企業の事業規模と比較して指標化し、経営状況の悪化の

深刻度を示すものである。

　資金不足比率の状況は次のとおりである。

（単位 ： ％）

会　　　計　　　名

法適用企業

水 道 事 業 会 計

20.0

工 業 用 水 道 事 業 会 計

公 共 下 水 道 事 業 会 計
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

歳出額
算　入
地方債

歳入額
資金不足額

又は
資金剰余額

事業の規模

（Ａ＋Ｂ-Ｃ）

令和２年度 44,583 0 44,583 0 5,301

令和元年度 42,384 0 42,384 0 5,311

増　減　額 2,199 0 2,199 0 △ 10

令和２年度 33,694 0 33,694 0 3,491

令和元年度 30,174 0 30,174 0 3,479

増　減　額 3,520 0 3,520 0 12

資金不足比率　　＝　　
Ｄ （歳出額 Ａ＋算入地方債 Ｂ－歳入額 Ｃ）

事　業　の　規　模　Ｅ

  農業集落排水特別会計及び漁業集落排水特別会計については、一般会計から赤字相当額

を繰り入れているため、資金不足額を生じていない。

 　　　比率は次の算式による。　Ｄがマイナスの場合は、資金剰余額となる。

　公営企業における法適用企業の資金剰余額は、水道事業会計で １，２２７，２０１千円となり、

前年度と比べ ９４，２９１千円の減少、工業用水道事業会計で ３９０，８０６千円となり、前年度と

比べ ８１，８５２千円の減少、公共下水道事業会計で ６４６，４２８千円となり、前年度と比べ

３２，３９９千円の減少となっている。

（２）法非適用企業（宅地造成事業以外の事業）

　　　資金剰余額の状況は、次表のとおりである。

(単位 ： 千円)

区　　分 会計年度

農業集落排水
特別会計

漁業集落排水
特別会計
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

歳出額
算　入
地方債

歳入額
土地収入
見 込 額

計

（A＋B-C-D）

令和２年度 799,823 0 263,263 764,620 △ 228,060

令和元年度 804,986 0 280,670 741,155 △ 216,839

増　減　額 △ 5,163 0 △ 17,407 23,465 △ 11,221

F G H

地方債
残　高

長　期
借入額

計

（F+G）

令和２年度 4,008,670 0 4,008,670

令和元年度 4,268,868 0 4,268,868

増　減　額 △ 260,198 0 △ 260,198

J K L

事業の規模

（J+K）

令和２年度 4,008,670 536,560 4,545,230

令和元年度 4,268,868 524,317 4,793,185

増　減　額 △ 260,198 12,243 △ 247,955

資金不足比率　　＝　　
I

事　業　の　規　模　L

  土地造成特別会計についても、資金不足額は生じていない。

 　　　比率は次の算式による。　Ｉ がマイナスの場合は、資金剰余額となる。

区　　分 会計年度

I　　資金不足額（剰余額）

　　Ｅ＞０→Ｅ
　　Ｅ＜０→「Ｅ＋Ｈ」又は
　　「０」のいずれか小さい方

区　　分 会計年度

資本に相当
する額（建設
改良費に充て
た地方債の残
高）

負債に相当
する額（実質
赤字額）

土地造成
特別会計

土地造成
特別会計

0

0

0

土地造成
特別会計

（３）法非適用企業（宅地造成事業）

　　　資金剰余額の状況は、次表のとおりである。

(単位 ： 千円)

区　　分 会計年度

- 13 -




